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経済企業委員会会議録 
 

平成２９年１０月６日 金曜日 

  午後２時０９分開議 

午後２時２４分閉議（実時間１２分） 

 

○本日の会議に付した案件 

１．請願・陳情に関する意見陳述について 

・陳情第３号・細川三斎公御荼毘所甘棠園跡

地周辺の整備についてに関する意見陳述の

申し出 

 

○本日の会議に出席した者 

 委 員 長  成 松 由紀夫 君 

 副委員長  西 濵 和 博 君 

 委  員  亀 田 英 雄 君 

 委  員  北 園 武 広 君 

 委  員  庄 野 末 藏 君 

 委  員  髙 山 正 夫 君 

 委  員  増 田 一 喜 君 

 

 ※欠席委員         君 

 

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

 

○説明員等委員（議）員外出席者 

               君 

 

○記録担当書記     土 田 英 雄 君 

 

（午後１時２３分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、定足数

に達しましたので、ただいまから経済企業委員

会を開会いたします。 

本日は、本委員会に付託されました陳情３件

のうち、陳情第３号について、陳情者より意見

陳述の申し出があっておりますことから、陳情

者を本委員会に参考人として招致し、意見を述

べる機会を供与することについて御審議いただ

くものでございます。 

 

・陳情第３号・細川三斎公御荼毘所甘棠園跡地

周辺の整備についてに関する意見陳述について 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、陳情第

３号・細川三斎公御荼毘所甘棠園跡地周辺の整

備について、に係る意見陳述の申し出について

を議題といたします。 

なお、本陳情の要旨は文書表のとおりであり

ますが、念のため、書記に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、御

意見はありませんか。意見陳述の申し出のほう

ですね――、についての御意見はありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 意見陳述の件について、

まあ、前回の議会で決めたこと――、この請

願・陳情、話をしたい人はどうぞという話で決

まったことですし、この話ば聞いてみれば、ユ

ネスコ関係のことであるし、よう話ば聞いて審

議する分にはなんも違和感はなかというふうに

思うんですがね。せっかくの機会ですけん、話

を聞いてみるのも、これはやぶさかでないとい

うふうに考えます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございます

か。 

○委員（庄野末藏君） いま亀田委員の意見に、

私も賛同して、せっかくの機会だから、内容を

しっかり聞いて、そして審議したほうがいいと

思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○副委員長（西濵和博君） まず今回、陳情が

出されました内容をいま、朗読も含めて、私な

りに中身をしっかり受け止めさせていただきま

した。非常に大事な御定義かなというふうに感

じたところでございます。もちろん私個人とし

ても、ここに記載のことについては、まだまだ

知識も浅く、現場の状況も十分承知していない



 

- 2 - 

ので、関係者のお話を伺うということ自体につ

いては、大事なことかなというふうに思います

が、ひとえに、私たちも改選後初めての委員会

でもございますので、今後、種々の市内の管内

視察あたりも考えていくことも大事かというふ

うに思います。例えばですけれども、御提案で

すが、管内視察にあわせて当事者に、現地で実

際にお話を伺いながら、私たちも現状をしっか

り認識すると、そういうあり方もひとつあるの

かなというふうに思いますので、意見陳述の形

にこだわらずとも、そういった考え方もいかが

かということで、御提案したいと思います。 

以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 意見陳述までは必

要ないと。管内調査でどうですかということで

すね。 

○副委員長（西濵和博君） あわせましてその

時、現場でお話を聞いたほうが、より効果的か

なと。認識も高まるかなというふうに思います。 

以上です。 

○委員（増田一喜君） 私もですね、いま見た

ところ。ほとんどここに、願意というのは、わ

かるんじゃないかなと思いますけれども。この

場所ていうのは、ようわからんとですよね。ど

ういうふうになっているのか。一度、視察ちゅ

うか、そういうふうなことやって、その時、細

かく説明聞けるんじゃないかなという気がして

いるんですよね。だから、願意自体はこの文書

から読み取れると思うので、あえて意見陳述を

求めるという必要まではないのかなと。その前

に管内視察あたりして、現場を見学させて、話

を聞かせてもらえれば、それで事足りるような

気がいたしております。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかに。髙山委員、

北園委員、ありませんか。 

○委員（髙山正夫君） 私も特に異論はないん

ですけれども。実際、聞いてみたいのがですね、

普段、誰でも立ち入れないということで、その

見学者というのは、実際、どれくらいあるのか。

そのあたりはちょっと確認したいなという気は

あります。 

○委員長（成松由紀夫君） ということは――

意見陳述についての今日は協議ですから、そこ

までには至らないちゅうことですか。（委員髙

山正夫君「至らないということです」と呼ぶ） 

○委員（北園武広君） 自分も、八代第一中学

校のほう、現場のほうは確認はしています。た

だし、その出入りとかいう部分の中で、やっぱ

り現地を見に行って、現場の中でお話を聞きな

がらっていったほうが、すんなり入ってくるん

じゃないかなというふうには考えてます。 

以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） そうしますと･･･ 

･･･（委員亀田英雄君「委員長よかですか」と

呼ぶ） 

○委員（亀田英雄君） 現地ば見るて言うばっ

てん。今度の１１日に審議ばする話じゃなかで

すか。じゃあなら、継続ば前提にならんばそぎ

ゃんたならんとじゃなかっですか。今回、どげ

んするかって話ばせんばんでしょ。仮に審議未

了になったちゅう――そら、あんのなかわけだ

いけん。だけん、今回の話じゃなかですか。今

回、１１日かな経済企業委員会。そん時のはな

しだいけんが、後に視察って言うたってですよ、

今回、どげんなるかわからんと――継続にすっ

て言うとば申し合わせれば、それもありだろば

ってんが。現地で話ば聞くって話にゃならんで

しょ。だけん、ここで継続にして･･････。小会

ばよか。 

○委員長（成松由紀夫君） 小会します。 

（午後２時２０分 小会） 

 

（午後２時２３分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

それでは、お諮りいたします。 

陳情第３号・細川三斎公御荼毘所甘棠園跡地

周辺の整備について、に関し、陳情者に意見陳

述の機会を供与するために、平成２９年１０月
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１１日に開催される本委員会に当該陳情者を参

考人として招致することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（挙手少数） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手少数と認め、

当該陳情者を参考人として招致しないことに決

しました。それでは、提出者に対して、その旨、

事務局を通じ連絡いたします。 

以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

これをもって、経済企業委員会を散会いたし

ます。 

（午後２時２４分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２９年１０月６日 

経済企業委員会 

委 員 長 


